
平成２５年度随意契約情報(使用料・賃借料)都市整備部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

1 岸和田土木
岸和田土
木

維持・河川
グループ

二級河川新家川改修事
業（阪和線新家・和泉砂
川間第一新家川橋りょう
改築工事）に伴う借地料
の支払いについて

20130401 20140331                888,468
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

特別の目的（橋りょう改築工
事に伴う借地）を有する業務
であるため、土地の所有者に
特定される。

2 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

日立キャピタル
オートリース　株式
会社　関西支店
馬場　正美

公用車再リース（平成１７
年度導入）に係る賃貸借

20130401 20140331                936,180
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。

3 西大阪治水
西大阪治
水

総務課
オムロンクレジット
サービス　株式会
社

自動車借上げに係る経
費

20130401 20140331                950,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

タクシーチケット事業専門会社の
「オムロンクレジットサービス㈱」
は近畿圏の殆どのタクシー会社
と連携した各タクシー会社共通利
用チケットを発行しており、緊急
時等の対応が迅速にできるた
め、オムロンクレジットサービス
㈱と地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号に基づき随意契
約する
こととする。

4 枚方土木 枚方土木
都市みどり
課

三井住友トラスト・
パナソニック　株式
会社　穗積　孝一

平成２５年度山田池公
園・寝屋川公園駐車場シ
ステムの賃貸借契約（再
リース）

20130401 20140331                952,692
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

本駐車場管理業務が、特定業者
の設備システムでなければ実施
することができないものであるた
め

5 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

大阪ガスオート
サービス　株式会
社　田村　進一

公用車再リース（平成１３
年度導入）に係る賃貸借

20130401 20140331                989,100
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。

6 岸和田土木
岸和田土
木

維持・河川
グループ

二級河川新家川改修事
業（阪和線新家・和泉砂
川間第一新家川橋りょう
改築工事）に伴う借地料
の支払いについて

20130401 20140331                997,512
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

特別の目的（橋りょう改築工
事に伴う借地）を有する業務
であるため、土地の所有者に
特定される。

7 南部下水 南部下水
総務グルー
プ

オムロンクレジット
サ－ビス　株式会
社

営業用自動車の借上げ
にかかる経費の支出につ
いて

20130401 20140331              1,010,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（水防業務等に伴う自動車
の借上げ）の目的が特定の者
（オムロンクレジットサービス㈱）
でなければ達成することができな
いものであるため
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平成２５年度随意契約情報(使用料・賃借料)都市整備部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

8 富田林土木
富田林土
木

道路整備グ
ループ

土地賃貸借契約 20130401 20140331              1,085,544
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用進入路及び工事用
ヤードとして、土地の借り上げ

9 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

日立キャピタル
オートリース　株式
会社　関西支店
馬場　正美

公用車再リース（平成１７
年度導入）に係る賃貸借

20130401 20140331              1,112,580
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。

10 岸和田土木
岸和田土
木

道路整備グ
ループ

公金振替用

ＪＲ東岸和田駅付近高架
化事業に伴う行政財産使
用料（府営岸和田土生住
宅）Ｈ２５

20130401 20140331              1,134,900
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事ヤードの確保が必要であ
り、特定の者の土地が必要で
あるため。

11 茨木土木 茨木土木
建設第２グ
ループ

主要地方道伏見柳谷高
槻線高槻東道路（成合工
区）道路改良工事その１
の工事用道路にかかる
土地賃貸借契約

20130601 20140331              1,136,265
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用進入路及び工事用
ヤードとして、特定の者の土
地の借り上げが必要であるた
め。

12 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

日立キャピタル
オートリース　株式
会社　関西支店
馬場　正美

公用車再リース（平成１７
年度導入）に係る賃貸借

20130401 20140331              1,191,960
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。

13 都整事管 技術管理
技術情報グ
ループ

一般財団法人　建
設物価調査会　大
阪事務所　長島
泰博

Ｗｅｂ建設物価 20130401 20140331              1,723,680
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

同サービスの発行元が契約の相
手方に限られるため

14 茨木土木 茨木土木
建設第２グ
ループ

主要地方道伏見柳谷高
槻線高槻東道路（成合工
区）道路改良工事その１
の工事用道路にかかる
土地賃貸借契約

20130401 20140331              1,275,240
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用進入路及び工事用
ヤードとして、特定の者の土
地の借り上げが必要であるた
め。

15 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

株式会社　レックス
リース　安田　盛嗣

公用車再リース（平成１６
年度導入）にかかる賃貸
借

20130401 20140331              1,311,660
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。

16 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

株式会社　レックス
リース　安田　盛嗣

公用車再リース（平成１６
年度導入）にかかる賃貸
借

20130401 20140331              1,350,720
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。
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平成２５年度随意契約情報(使用料・賃借料)都市整備部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

17 茨木土木 茨木土木
建設第２グ
ループ

主要地方道伏見柳谷高
槻線高槻東道路（成合工
区）道路改良工事その１
の工事用道路にかかる
土地賃貸借契約

20130401 20140331              1,381,734
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用進入路及び工事用
ヤードとして、特定の者の土
地の借り上げが必要であるた
め。

18 茨木土木 茨木土木
建設第２グ
ループ

主要地方道伏見柳谷高
槻線高槻東道路（成合工
区）道路改良工事その１
の工事用道路にかかる
土地賃貸借契約

20130401 20140331              1,390,494
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用進入路及び工事用
ヤードとして、特定の者の土
地の借り上げが必要であるた
め。

19 茨木土木 茨木土木
建設第２グ
ループ

主要地方道伏見柳谷高
槻線高槻東道路（成合工
区）道路改良工事その１
の仮設沈砂池築造にか
かる土地賃貸借契約

20130601 20140331              1,438,870
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用進入路及び工事用
ヤードとして、特定の者の土
地の借り上げが必要であるた
め。

20 岸和田土木
岸和田土
木

維持・河川
グループ

二級河川新家川改修事
業（阪和線新家・和泉砂
川間第一新家川橋りょう
改築工事）に伴う借地料
の支払いについて

20130401 20140331              1,575,588
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

特別の目的（橋りょう改築工
事に伴う借地）を有する業務
であるため、土地の所有者に
特定される。

21 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

株式会社　レックス
リース　安田　盛嗣

公用車再リース（平成１６
年度導入）における賃貸
借

20130401 20140331              1,832,040
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。

22 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

日立キャピタル
オートリース　株式
会社　関西支店
馬場　正美

公用車再リース（平成１７
年度導入）に係る賃貸借

20130401 20140331              1,855,980
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。

23 港湾局 港湾局
施設運営グ
ループ

富士通リース　株
式会社　関西支店
藤田　博之

大阪府港湾ＥＤＩシステム
用機器一式の賃貸借契
約

20130401 20140131              3,758,890
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（システムの設備保守）が特
定の者（設置業者）でなければ実
施することができないものである
ため

24 富田林土木
富田林土
木

道路整備グ
ループ

天理教狭山分教会 土地賃貸借契約書 20130401 20140331              1,999,980
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用ヤードとして、土地の
借り上げ
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平成２５年度随意契約情報(使用料・賃借料)都市整備部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

25 八尾土木 八尾土木
総務・契約
課

近鉄奈良線連立事業に
関する鉄道工事に係る土
地の賃借料

20130401 20140331              2,430,000
地方自治法第２
３４条の３

近鉄奈良線の連立事業化のた
めの仮駅舎用地に関し事業主体
である大阪府が事業協力者と随
意契約したもの。

26 岸和田土木
岸和田土
木

都市みどり
課

宗教法人　菅原神
社

蜻蛉池公園土地賃貸借
契約に基づく貸借料

20130401 20170331              2,439,172
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

土地の借り受けが特定の者
（土地の所有者）でなければ
ならないため。

27 茨木土木 茨木土木
建設第２グ
ループ

主要地方道伏見柳谷高
槻線高槻東道路（成合工
区）道路改良工事その１
の工事用道路にかかる
土地賃貸借契約

20130401 20140331              2,647,872
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用進入路及び工事用
ヤードとして、特定の者の土
地の借り上げが必要であるた
め。

28 茨木土木 茨木土木
建設第２グ
ループ

主要地方道伏見柳谷高
槻線高槻東道路（成合工
区）道路改良工事その１
の工事用道路にかかる
土地賃貸借

20130401 20140331              2,763,684
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用進入路及び工事用
ヤードとして、特定の者の土
地の借り上げが必要であるた
め。

29 岸和田土木
岸和田土
木

維持・河川
グループ

二級河川新家川改修事
業（阪和線新家・和泉砂
川間第一新家川橋りょう
改築工事）に伴う借地料
の支払いについて

20130401 20140331              3,149,748
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

特別の目的（橋りょう改築工
事に伴う借地）を有する業務
であるため、土地の所有者に
特定される。

30 港湾局 港湾局
阪南港湾事
務所管理課

株式会社　信貴造
船所

監視艇「いずみ」裸傭船
契約

20130401 20140331              3,520,248
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（海上巡視のための傭船）
が特定の者（船舶所有者）でなけ
れば実施することができないもの
であるため

31 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

大阪ガスオート
サービス　株式会
社　田村　進一

公用車再リース（平成１３
年度導入）に係る賃貸借

20130401 20140331              3,754,800
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。

32 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

株式会社　レックス
リース　安田　盛嗣

公用車再リース（平成１６
年度導入）にかかる賃貸
借

20130401 20140331              3,851,820
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。

33 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

大阪ガスオート
サービス　株式会
社　田村　進一

公用車再リース（平成１３
年度導入）に係る賃貸借

20130401 20140331              4,330,620
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再リー
ス））が特定の者（現リース契約
業者）でなければ実施することが
できないものであるため。
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平成２５年度随意契約情報(使用料・賃借料)都市整備部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額（円） 適用条項 随意契約理由

34 寝屋川水系
寝屋川水
系

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センタ－

浚渫土砂埋立処分（平野
川）

20130412 20130628              5,329,800
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（浚渫土砂埋立処分）が
特定の者（大阪湾地域での処
分可能者）でなければ実施す
ることができないものであるた
め。

35 岸和田土木
岸和田土
木

都市みどり
課

蜻蛉池公園土地賃貸借
契約に基づく賃借料

20130401 20170331              5,817,896
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

土地の借り受けが特定の者
（土地の所有者）でなければ
ならないため。

36 下水道 下水事業
維持管理グ
ループ

財団法人　日本気
象協会

大阪府気象情報システム
における気象情報提供業
務に係る契約締結及び
経費の支出について

20130401 20140331              6,300,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（雨水ポンプ場の確実な
稼動及び機能保持に必要と
なる詳細な気象データの提
供）が特定の者でなければ実
施することができないもので
あるため。

37 茨木土木 茨木土木
総務・契約
課

高槻市土地開発公
社

新名神関連事業建設事
業所の賃貸借契約にか
かる経費

20130401 20140331              6,801,408
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

国（公社及び公庫を含む）、他
の地方公共団体、その他公
共的団体と直接契約を締結
するため

38 港湾局 港湾局
堺泉北港湾
事務所管理
課

関西港湾サービス
株式会社

旅客船兼監督船「はまで
ら」裸傭船契約

20130401 20140331            16,813,716
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（海上巡視のための傭船）
が特定の者（船舶所有者）でなけ
れば実施することができないもの
であるため

39 西大阪治水
西大阪治
水

治水グルー
プ

大阪湾広域臨海環
境整備センター

浚渫土砂（神崎川）埋立
処分の業務委託契約及
び経費支出について（Ｈ２
４債務分）

20130401 20130531            38,556,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（浚渫土砂（神崎川）埋立処
分）が特定の者(大阪湾広域臨海
環境整備センター)でなければ実
施することができないものである
ため

40 北部下水 北部下水
高槻管理セ
ンター

神安土地改良区 番田水路使用料 20130401 20140331          102,166,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

国、他の地方公共団体、その他
公共的団体と直接契約を締結す
るため

41 西大阪治水
西大阪治
水

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センター

一級河川尻無川浚渫工
事（尻無川水門）（Ｈ２５）
に伴う浚渫土砂埋立処分
経費

20130617 20130830 6,475,140
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（浚渫土砂（尻無川水門）
埋立処分）が特定の者(大阪
湾広域臨海環境整備セン
ター)でなければ実施すること
ができないものであるため

Page 5
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42 西大阪治水
西大阪治
水

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センター

一級河川安治川浚渫工
事（安治川水門）（Ｈ２５）
に伴う浚渫土砂埋立処分
経費

20130617 20130830 8,805,510
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（浚渫土砂（安治川水門）
埋立処分）が特定の者(大阪
湾広域臨海環境整備セン
ター)でなければ実施すること
ができないものであるため

43 西大阪治水
西大阪治
水

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センター

一級河川木津川浚渫工
事（木津川水門）（Ｈ２５）
に伴う浚渫土砂埋立工事

20130617 20130930 17,019,450
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（浚渫土砂（木津川水門）
埋立処分）が特定の者(大阪
湾広域臨海環境整備セン
ター)でなければ実施すること
ができないものであるため

44 岸和田土木
岸和田土
木

維持・河川
グループ

東川水系　東川第２支渓
砂防事業に伴う借地賃借
契約

20131001 20180630              3,427,200
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事進入路及び工事施工
ヤードの確保が必要であり、
特定の者の土地が必要であ
るため

45 寝屋川水系
寝屋川水
系

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センタ－

浚渫土砂埋立処分（平野
川）

20131105 20140131              3,780,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（浚渫土砂埋立処分）が
特定の者（大阪湾地域での処
分可能者）でなければ実施す
ることができないものであるた
め。

46 寝屋川水系
寝屋川水
系

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センタ－

浚渫土砂埋立処分（恩智
川）

20131105 20140331              8,546,580
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（浚渫土砂埋立処分）が
特定の者（大阪湾地域での処
分可能者）でなければ実施す
ることができないものであるた
め。

47 茨木土木 茨木土木
建設第２グ
ループ

主要地方道伏見柳谷高
槻線高槻東道路（成合工
区）道路改良工事その１
の工事用道路にかかる
土地賃貸借契約につい
て

20140123 20140331              4,145,526
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

工事用進入路及び工事用
ヤードとして特定の者の土地
の借り上げが必要であるため

48 寝屋川水系
寝屋川水
系

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センタ－

浚渫土砂埋立処分（寝屋
川）

20140123 20140331              8,274,420
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（浚渫土砂埋立処分）が
特定の者（大阪湾地域での処
分可能者）でなければ実施す
ることができないものであるた
め。

49 港湾局 港湾局
施設運営グ
ループ

歳入徴収官　近畿
地方整備局総務部
総括調整官

平成２５年度　電子情報
処理組織使用料

20130401 20140331 1,261,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

国と直接契約を締結するため
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50 都整総務 都整総務
総務・企画
グループ

大和リース　株式
会社　大阪本店
田村　謙二

都市整備部公用車（平成
１９年度導入　５台）再
リースにかかる賃貸借契
約

20140303 20180302 5,849,079
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（公用車の賃貸借（再
リース））が特定の者でなけれ
ば実施することができないも
のであるため

51 西大阪治水
西大阪治
水

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センター

一級河川大川（旧淀川）
浚渫工事（桜宮橋下流）
Ｈ２５

20140205 20140331 9,639,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

浚渫土砂の処分については、
通常天日乾燥させたうえ処分
出来れば処分料は安価とな
るが、浚渫土砂の乾燥には広
い場所が必要なことや天候に
も左右され、かなりの手間と
日数を要する。
一方、当事務所においては、
その浚渫土砂を乾燥させる広
い場所や、浚渫土砂のストッ
クヤードがなく、工事に伴い発
生する浚渫土砂であるため工
期の制約を多々受ける。
以上のことから水を含んだ浚
渫土砂として、そのまま処分
する以外方法がなく、また、大
阪湾地域で唯一その処分が
可能な大阪湾広域臨海環境
整備センターしかなく、地方自
治法施行令第167条の２第1
項第2号により随意契約する
ものである。

52 寝屋川水系
寝屋川水
系

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センタ－

浚渫土砂埋立処分（平野
川）

20140204 20140331 11,604,600
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

業務（浚渫土砂埋立処分）が
特定の者（大阪湾地域での処
分可能者）でなければ実施す
ることができないものであるた
め。
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53 西大阪治水
西大阪治
水

維持補修グ
ループ

大阪湾広域臨海環
境整備センター

一級河川木津川航路浚
渫工事（国道４３号上流）
（Ｈ２５）に伴う浚渫土砂
埋立処分経費

20140212 20140331 12,474,000
地方自治法施行
令第１６７条の２
第１項第２号

浚渫土砂の処分については、
通常天日乾燥させたうえ処分
出来れば処分料は安価とな
るが、浚渫土砂の乾燥には広
い場所が必要なことや天候に
も左右され、かなりの手間と
日数を要する。
一方、当事務所においては、
その浚渫土砂を乾燥させる広
い場所や、浚渫土砂のストッ
クヤードがなく、工事に伴い発
生する浚渫土砂であるため工
期の制約を多々受ける。
以上のことから水を含んだ浚
渫土砂として、そのまま処分
する以外方法がなく、また、大
阪湾地域で唯一その処分が
可能な大阪湾広域臨海環境
整備センターしかなく、地方自
治法施行令第167条の２第1
項第2号により随意契約する
ものである。

Ｈ２５．４～５月 ４０件 円

Ｈ２５．６～７月 ３件 円

Ｈ２５．１０～１１月 ３件 円

Ｈ２５．１２～H２６．１月 ２件 円

Ｈ２６．２～３月 ５件 円

合　計 ５３件 円

15,753,780

12,419,946

40,827,679

345,254,366

243,952,861
都市整備部（使用料・賃借料）

32,300,100
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